
明石市立市民病院の在り方検討有識者会議資料

2014 年(平成 26 年)6 月に医療介護総合確保推進法が公布され、2014 年 10 月

に病床機能報告制度が導入。2015 年（平成 27 年）4 月には地域医療構想がスタ

ートしました。

当医師会も、同年から明石市の医療圏における入院医療機関の実情・課題を抽

出分析するため、2014 年度の病床機能報告の調査票を元に、明石市医師会でも

調査を実施し医師会の病院関係者の皆様に協力いただき現在に至っております。 

 保健医療計画を検討する場合、人口動態も重要な要素の一つであります。

兵庫県保健医療計画地域医療構想に示されている東播磨圏域における病床機能

を考察する場合、当明石地域の人口動態を基に推計すると、東播磨地域における

明石市内の病床数は約半分弱の 48.4％を占めており、また、東播磨地域におけ

る推計人口においても、約半分弱を占めていますが、当明石地域の人口は年々増

加している現状です。

これらのことから、兵庫県保健医療計画地域医療構想に示されている東播磨

圏域の必要病床数の半分は、当地域で担うべき数値であると考えます。

当地域は、兵庫県内で神戸市・姫路市・西宮市・尼崎市に次ぐ人口５位の中核

市であります。（30 万 6 千人強）少子高齢化は進んでいますが、まだまだ生産年

齢人口は高い状況にあり、0 歳から 19 歳の人口は、年々微増している状況にあ

ることがうかがえます。（資料１・２）

厚生労働省においては、2040 年頃を見据え、85 歳以上人口の増大や現役世代

の減少に対応できるよう、病院ならず、かかりつけ医機能や在宅医療、医療・介

護連携等を含め、地域の医療提供体制全体の新しい地域医療構想としての検討

を始めています。

幸いにして、明石市の 15 年先の人口動態を推測しても、生産年齢人口比が現

在の 55.4%から微減し、高齢者人口比率も現在の 21.1%から微増に止まるもの

と推測されます。

 このことは、明石市が政策的に進めている「住みやすい街明石」を実践してい

ることに起因していると思われますが、このことに加え、医療についても万一、

病気等に罹患しても「住み慣れた町で最新の治療が受けられる。」という安心感

を与えることも重要であると考えます。

資料２



 そこで、当地域の現状を分析しますと、高度急性期機能が極端に少ないと言う

現実があることです。（資料 ３） 

 
 当地域においては、小児・母子等を含む「治す治療」の柱となる、高度急性期

機能を持つ病床数が極端に不足している現状から、その不足分を補うのが市民

病院の役割のひとつではないかと考えます。 

  
 更に、急性期を脱した患者さんを地域の地域包括ケア病棟(床)／回復期病棟／

療養病棟を有する１６医療機関に紹介するシステムが構築できれば、明石市内

で真の「治し支える医療」が完結すると考えます。 

 
 先にも述べましたとおり、明石市の現状、15 年先の 2040 年のあるべき姿を

みたとき、当地域は、大都市部並みの医療需要が見込まれると思われますので、

市民病院の再開発を検討されるに当たり、市民に安全・安心を担保される機能を

是非お考え頂き、高度急性期／急性期を脱した患者さんについては、市内の回復

期機能、在宅医療、更には、医療・介護の連携が図れる中心的なリーダーシップ

が発揮できる新しい明石市立市民病院に生まれ変わることを医師会としまして

も、期待します。 

 
 患者・家族の皆様は、住み慣れた地域で治療から介護までを一貫して対応して

頂くことを望んでいると思います。 

  
 更に、「地域医療構想等に関する検討会」において、病床機能報告の病床機能

についても、これまでの回復期機能について、その内容に高齢者等の急性期患者

への医療提供機能が追加され、現状の高度急性期・急性期・回復期・慢性期 ⇒ 

高度急性期・急性期・包括期機能・慢性期機能に変更されることも明記された取

りまとめが発出されました。（2024.12.18 付け）  
これが実現となれば、機能がより明確化され、明石市においても現状の急性期

過剰、回復期不足が解消されるものと思われます。 
（資料 ４、５） 

 
 以上、医師会の病院機能報告に関する取りまとめ資料等も参考にして頂けれ

ば幸甚です。 
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